
◎更生保護事業法等の一部を改正する法律
（平成一四年五月二九日法律第四六号）　　

一、提案理由（平成一四年四月二日・参議院法務委員会）

○国務大臣（森山眞弓君）　更生保護事業法等の一部を改正する法律案につきまして、

その趣旨を御説明いたします。

　更生保護事業は、民間篤志家のたゆまぬ努力によって維持運営され、犯罪者の社会復

帰に大きく貢献するとともに、国が行う保護観察その他の更生の措置を円滑に実施する

上で重要な機能を果たしております。特に、更生保護事業の主たる担い手である更生保

護施設は、これまで多くの者を受け入れ、その社会的自立を促すとともに、再犯を予防

し、国民の安全と治安の確保に重要な役割を果たしてきております。

　ところで、近年、犯罪情勢の悪化を背景とする矯正施設収容者の増加を受けて、出所

後に更生保護施設の保護を必要とする者も着実に増加する傾向が見られます。しかも、

その中には高齢犯罪者のように自立に特別な配慮を要する者や、累犯者及び薬物・アル

コール依存者等のように、その改善更生には社会生活に適応させるための専門的な働き

掛けを要する者の増加が顕著な傾向としてうかがわれるのであります。また、昨今の少

年による凶悪・重大な事件などに端的に見られるように、親の監護能力が弱体化する中

で、本人の対人関係上の問題や社会適応力の欠如等の問題に対する適切な援助が求めら

れております。このような現状にかんがみ、これらの者の社会復帰を促し、その改善更

生を助けるためには、更生保護施設における処遇機能を一層充実させ、同施設において、

犯罪者や非行少年に対し、その問題性に応じた適切な処遇をなし得るものとする必要が

あります。

　そこで、この法律案は、以上述べた犯罪情勢に的確に対応するため、更生保護施設の

処遇機能を充実強化するとともに、更生保護事業の一層の発展を図る見地から、更生保

護事業法及び犯罪者予防更生法等の一部を改正するものであります。

　次に、この法律案の要点を申し上げます。

　第一は、更生保護施設に委託する保護内容を充実させることであり、次の三つの点を

内容としております。その一は、更生保護施設を犯罪者処遇の専門施設として位置付け、

従来の宿所及び食事の提供等に加えて、社会適応を促すための積極的な処遇をも更生保

護施設に委託できるようにするものであります。その二は、少年院満期退院者や労役場

出所者等の社会復帰を促すため、これらの者を更生緊急保護の委託対象に含めることで

あります。その三は、高齢犯罪者の増加等に対応し、本人の自立能力等、個別事情に応

じて更生緊急保護の期間を従来の六月から最大一年まで行い得るようにするものであり

ます。

　第二は、近時の社会情勢の動向を踏まえ、更生保護事業の一層の適正化を図る見地か

ら、同事業に対する規制緩和を図ることであります。更生保護施設を設置して行う事業

は被保護者に対する処遇の適正が強く求められますので、引き続き認可制を維持するこ



ととしておりますが、それ以外の一時保護事業及び連絡助成事業につきましては届出制

に改め、その活性化を図ろうとするものであります。

　第三は、更生保護事業に対する社会の理解と協力の促進を図るため、事業の透明性を

確保するための規定を設けることであります。

　第四は、その他の所要の改正を行うものであります。

　以上がこの法律案の趣旨であります。

　何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

　ありがとうございました。

二、参議院法務委員長報告（平成一四年四月五日）

○高野博師君　ただいま議題となりました更生保護事業法等の一部を改正する法律案に

つきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、近時の犯罪情勢に的確に対応して犯罪者及び非行少年の改善更生を実現

するため、更生保護施設における処遇機能を充実強化するとともに、更生保護事業に対

する規制緩和等に関する規定の整備を行うものであります。

　委員会におきましては、我が国の最近の犯罪情勢、処遇困難者の社会適応を促すため

の積極的な処遇、更生保護施設の経営基盤の強化、更生保護基本法制定の必要性等につ

いて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。

　質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。

　なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年四月四日）

　政府は、本法の施行に当たり、次の諸点につき格段の努力をすべきである。

一　犯罪者等の自立更生を図るためには、社会全体の理解と協力が不可欠であることに

かんがみ、更生保護に係る法体系について、更生保護基本法の検討を含め、国民に分

かりやすい制度となるよう関係法律の整備・統合に努めるとともに、更生保護施設の

運営について、その広報・啓発活動を行うなど、地域に開かれた更生保護施設の実現

に向けて必要な施策の推進に努めること。

二　更生保護について国の果たすべき責任がより重要性を増していることにかんがみ、

更生保護法人の経営基盤の強化を図るため、委託費及び施設整備費等国の財政措置の

在り方について検討を加えるとともに、更生保護施設と保護観察実施機関や民間協力

団体との連携を一層密にして、犯罪者等の更生と社会復帰のための処遇機能を強化す

ること。

三　更生保護施設の職員体制の整備を図るため、職員の配置の充実に引き続き努めると

ともに、処遇に特段の配慮や専門性を必要とする者の増加に対処するため、生活技能



訓練等の専門的処遇の普及・定着のための職員の研修の実施等に努めること。

四　更生保護事業が、地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与することにかんがみ、

より地方公共団体の必要な協力を得ることができるよう努めること。

　右決議する。

三、衆議院法務委員長報告（平成一四年五月二一日）

○園田博之君　ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。

　本案は、近時の犯罪情勢に的確に対応して、犯罪者及び非行少年の改善更生を実現す

るため、更生保護施設において社会適応を促すための積極的な処遇を広く行い得るよう

にすることとし、あわせて、更生保護事業に対する規制緩和、事業経営の透明性の確保

等に関する規定の整備を行おうとするものであります。

　本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十二日本委員会に付託され、二十六日森

山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十七日質疑を行い、これを終局し、採決

を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

　なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年五月一七日）

　政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一　更生保護に係る法体系については、今後の社会情勢及び犯罪情勢の変化に対応し、

国民に分かりやすい制度となるよう、更生保護基本法の検討を含め、関係法律の整

備・統合に努めること。

二　更生保護法人の経営基盤を強化するため、委託費及び施設整備費等国の財政措置の

在り方について検討を加え、更生保護施設のなお一層の改善・充実を図ること。

三　更生保護施設における処遇を充実強化するため、更生保護施設職員の配置の確保に

努めるとともに、犯罪者の改善更生という高度に専門的な業務を担うにふさわしい職

員を養成するため、職員に対する研修の一層の充実に努めること。

四　犯罪者の社会内処遇には、地域社会の理解と協力が不可欠であることにかんがみ、

更生保護に関する広報・啓発活動を積極的に行うとともに、地方公共団体・その他の

関係機関との連携に必要な施策の推進に努めること。

五　公益事業及び収益事業に係る省令を定めるに当たり、更生保護法人が行うことがで

きる収益事業の収益を充てることができる公益事業の範囲を可能な限り広範囲になる

よう配慮すること。


